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日
時・会
場

○
十
一
月
十
五
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
十
一
月
十
六
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
六
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
七
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
十
四
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
一
月
十
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
十
月
二
十
八
日（
火
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
十
月
二
十
九
日（
水
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
会
場
は
学
科
講
習

会
場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
三
〇
円

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
十
一
月
十
八
日（
火
）午

前
九
時
〜
午
後
五
時
、
十
九

日（
水
）午
前
九
時
〜
午
後
〇

時
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
十
一
月
二
十
日（
水
）午

後
一
時
〜
午
後
五
時
、
十
八

日（
木
）午
前
九
時
〜
午
後
五

時
、
会
場
は
学
科
講
習
会
場

と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
九
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円

神奈川

東 京

事務所
 1　  　2

1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 0 月 1 1 月

 15 　 16
 　 19 　
 16 　 17
 　 19 　

 16 　 17
 　 19 　

 12 　 13
 　 16 　

 16 　 17
 　 19 　

 6 　 7
 　 9 　

 2 　 3
 　 4 　

 2 　 3
 　 4 　

 5 　 6
 　 7 　

 3 　 4
 　 7 　
 4 　 5
 　 7 　

 2 　 3
 　 4 　

 4 　 5
 　 6 　

 27 　 28
 　 30 　

 21 　 22
 　 25 　

 18 　 19
 　 22 　

 16 　 17
 　 21 　

 11 　 12
 　 14 　

 11 　 12
 　 14 　

 17 　 18
 　 21 　

 11 　 12
 　 16 　

講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3685－2141
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

１
日
▽
全
国
労
働
衛
生
週
間（
〜
７
日
）

共
同
募
金
、
法
の
日

都
民
の
日

５
日
▽
達
磨
忌

６
日
▽
国
際
文
通
週
間

７
日
▽
長
崎
く
ん
ち（
〜
９
日
）

８
日
▽
寒
露

９
日
▽
世
界
郵
便
デ
ー

10
日
▽
目
の
愛
護
デ
ー

13
日
▽
体
育
の
日

日
蓮
聖
人
忌

14
日
▽
鉄
道
の
日

17
日
▽
貯
蓄
の
日

伊
勢
神
宮
神
嘗
祭

日
光
東
照
宮
秋
祭

18
日
▼
全
国
溶
接
技
術
競
技
会

秋
田
大
会

統
計
の
日

東
京
浅
草
観
音
菊
供
養

東
京
靖
国
神
社
秋
祭

19
日
▽
東
京
日
本
橋
べ
っ
た
ら
市

20
日
▽
皇
后
誕
生
日

22
日
▽
京
都
平
安
神
宮
時
代
祭

京
都
鞍
馬
の
火
ま
つ
り

23
日
▽
電
信
電
話
記
念
日

24
日
▽
国
連
の
日

26
日
▽
原
子
力
の
日

27
日
▽
読
書
週
間（
〜
11
月
９
日
）

30
日
▽JIM

T
O
F2014

第
27
回
日
本
国
際
工
作
機
械

見
本
市（
〜
11
／
４
日
）

東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト

2014

※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp
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 14 　 15
 18 　 25
 22 　 23
 　 26 　

 11 　 12
 　 14 　
 10 　 11
 　 13 　

 21 　 22
 　 25 　

 26 　 27
 　 29 　

 6 　 7
 　 9 　

 6 　 7
 　 8 　

 8　 9 　15
 　 5 　

 13　 14 　20
 　 11 　

 7　 14 　21
 　 5 　

 6　 7 　13
 　 5 　

 8　 15 　16
 　 6 　 　 2 　

 4　 5 　11
 3　  　4
 7　 13 　14

 1　  　2
 5　 11 　12

 1　  　2
 5　 11 　12

 4　 11 　12

 15 　 16
 　 17 　

虎ノ門ヒルズ
（東京都港区）

編集部撮影

超高層ビル「虎ノ門ヒルズ」は平成26
年６月11日に開業しました。ホテル、住
宅、オフィス、商業施設などが入居する
地上52階建てで高さは247メートル、ビル
の真下には環状２号線（通称・マッカー
サー道路）が貫通します。虎ノ門ヒルズ
をPRするマスコットキャラは「ドラえも
ん」の著作権を管理する藤子プロと共同
で製作された「トラのもん」です。
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10
月
１
日
▼
7
日 

全
国
労
働
衛
生
週
間

み
ん
な
で
進
め
る
職
場
の
改
善

　心
と
か
ら
だ
の
健
康
管
理

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】

労
働
衛
生
週
間
は
、
働
く
人
の
健
康

の
確
保
・
増
進
を
図
り
、
快
適
に
働
く

こ
と
が
で
き
る
職
場
づ
く
り
に
取
り
組

む
週
間
で
す
。

趣
旨
（
抜
粋
）

全
国
労
働
衛
生
週
間
は
、昭
和
25
年

の
第
１
回
実
施
以
来
、
今
年
で
第
65
回

を
迎
え
る
。こ
の
間
、
全
国
労
働
衛
生

週
間
は
、
国
民
の
労
働
衛
生
に
関
す
る

意
識
を
高
揚
さ
せ
、
事
業
場
に
お
け
る

自
主
的
労
働
衛
生
管
理
活
動
を
通
じ
た

労
働
者
の
健
康
確
保
等
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

我
が
国
に
お
け
る
業
務
上
疾
病
の
被

災
者
は
長
期
的
に
は
減
少
し
て
き
た
も

の
の
近
年
は
横
ば
い
と
な
っ
て
お
り
、
昨

年
は
７
３
１
０
人
と
前
年
か
ら
約
６
％

減
少
し
た
。一
方
、一
般
定
期
健
康
診
断

の
結
果
何
ら
か
の
所
見
を
有
す
る
労
働

者
の
割
合
が
平
成
25
年
度
は
53.0
％
と
職

場
で
の
健
康
リ
ス
ク
は
依
然
と
し
て
存

在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
労
働
者
の
健

康
確
保
の
観
点
か
ら
、
健
康
診
断
の
実

施
を
徹
底
し
、
健
診
結
果
に
基
づ
く
保

健
指
導
や
事
後
措
置
を
適
切
に
実
施
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
25
年
度
か
ら
、
平
成
29
年
度
ま

で
の
５
か
年
を
計
画
期
間
と
す
る
第
12

次
労
働
災
害
防
止
計
画
が
実
施
さ
れ
て

お
り
、
重
点
と
す
る
健
康
確
保
・
職
業

性
疾
病
対
策
と
し
て
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
、
過
重
労
働
対
策
、
化
学
物
質
に

よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
、
腰
痛
・
熱

中
症
予
防
対
策
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策

を
掲
げ
、
具
体
的
な
数
値
目
標
を
設
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
年
度
は
、

「
み
ん
な
で
進
め
る
職
場
の
改
善

　
　
　心
と
か
ら
だ
の
健
康
管
理
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
全
国
労
働
衛

生
週
間
を
展
開
し
、
事
業
場
に
お
け
る

労
働
衛
生
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も

に
、
自
主
的
な
労
働
衛
生
管
理
活
動
の

一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

一
般
社
団
法
人
日
本
溶
接
協
会
主
催
の
平
成
二
十
六
年
度（
第

六
十
回
）
全
国
溶
接
技
術
競
技
会
は
、
十
月
十
八
日
（
土
）
十

九
日
（
日
）
の
両
日
、
秋
田
県
潟
上
市
の
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

秋
田
で
開
催
さ
れ
、
全
国
各
都
道
府
県
協
会
か
ら
推
薦
さ
れ
た

選
手
百
十
六
人
（
被
覆
ア
ー
ク
溶
接
の
部
五
十
八
人
、
炭
酸
ガ

ス
ア
ー
ク
溶
接
の
部
五
十
八
人
）
が
最
高
の
技
を
競
う
。

東
京
都
溶
接
協
会
か
ら
は
、
被
覆
ア
ー
ク
溶
接
の
部
に
は
初

出
場
の
渡
邉
真
貴
さ
ん（
㈱
日
立
プ
ラ
ン
ト
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
）、
炭
酸
ガ
ス
ア
ー
ク
半
自
動
溶
接
の
部
に
は
、
昨
年
に
続
き

連
続
出
場
の
佐
藤
康
弘
さ

ん
（
津
覇
車
輌
工
業
㈱
）

の
二
名
が
出
場
す
る
。

両
選
手
は
本
年
三
月
に

行
わ
れ
た
東
京
都
溶
接
協

会
主
催
の
溶
接
技
術
競
技

会
で
、
共
に
高
得
点
で
優

勝
し
、
晴
れ
の
東
京
都
代

表
と
な
り
、
全
国
大
会
で

の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。（

写
真
は
競
技
会
場
の
ポ

リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋
田
）

渡
邉
真
貴
さ
ん
（
㈱
日
立
プ
ラ
ン
ト
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）

佐
藤
康
弘
さ
ん
（
津
覇
車
輌
工
業
㈱
）

秋
田
県
潟
上
市
で
開
催

「
目
指
せ

　優
勝
」

「
応
援
し
ま
す
。」

26

2626

5252
二
十
六

二
十
六

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日（
金
）

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日（
水
）

平成26年度の地域別最低賃金額答申状況が公表されました。東京都の最低賃金は10月1日より前年比で19円増加され、時間単
価888円となります。最低賃金は臨時労働者・パート・アルバイト等の雇用形態にかかわらず、一部の例外を除いて全ての労働者に
適用されます。なお、派遣労働者については、派遣先地域の最低賃金額が採用されます。
（１）最低賃金の確認方法
①時間給制の場合
　時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給制の場合
　日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
　ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
　日給≧最低賃金額(日額)
③月給制の場合
　月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
　出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した
　総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
（２）最低賃金の計算にあたって除外されるもの。
①臨時に支払われる賃金　②賞与など、１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金　③時間外労働、休日、深夜労働手当
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
　＜関東1都6県の最低賃金＞

平成26年10月１日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給

されませんでした。
平成26年10月１日以降の最初の支給単位期間（育休開始から１カ月ごとの期間）からは、支給単位期間中に10日を超える就業をし

た場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が給付されます。
これに伴い、平成26年10月１日から「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給

申請書」の様式が変わります。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認をするため、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業

時間や休憩時間が分かる
書類の提出が必要となります。

・育児休業給付の額
育児休業給付は、雇用保険の一般被保険者の養育する子が1歳に到達する前日（誕生日の前々日）までのうち、
子を養育するために休業した期間について給付されます。ただし、両親ともに取得する場合は1歳2か月、支給対象期間の延長に

該当する場合は1歳6か月までが対象となります。
受給するのに必要な資格は、雇用保険の被保険者であった期間が、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月（過

去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります）が12か月以上あることを要します。
・支給単位期間の給付額
育児休業を開始する日以前6カ月の賃金を平均（賃金総額を180日で除す）したものを、休業開始時賃金日額とします。この金額

に給付率を乗じたものに、休業していた日数を乗じた額が支給単位期間あたりの給付額となります。ただし、平成26年4月1日以降
に開始した育児休業についての給付率は、育児休業開始後180日目までは67％となります。
支給単位期間あたりの給付額＝休業開始時賃金日額×支給日数×50％

なお、各支給単位期間に賃金の支払いを受けた場合は、給付金が減額調整されます。賃金と育児休業給付金の合計額が休業開
始前の賃金の80％を超える場合は給付金が減額され、賃金だけで休業開始時賃金日額×支給日数の80％以上となる場合は支給さ
れません。

＜育児休業給付の改正について＞＜育児休業給付の改正について＞

＜最低賃金が改定になります＞＜最低賃金が改定になります＞

栃　木 15733（718） 平成25年10月1日
群　馬 14721（707） 平成25年10月5日
茨　城 16729（713） 平成25年10月4日
埼　玉 17802（785） 平成25年10月1日

神奈川 19887（868） 平成25年10月1日

東　京 19888（869） 平成25年10月1日
千　葉 21798（777） 平成25年10月1日
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10
月
１
日
▼
7
日 

全
国
労
働
衛
生
週
間

み
ん
な
で
進
め
る
職
場
の
改
善

　心
と
か
ら
だ
の
健
康
管
理

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】

労
働
衛
生
週
間
は
、
働
く
人
の
健
康

の
確
保
・
増
進
を
図
り
、
快
適
に
働
く

こ
と
が
で
き
る
職
場
づ
く
り
に
取
り
組

む
週
間
で
す
。

趣
旨
（
抜
粋
）

全
国
労
働
衛
生
週
間
は
、昭
和
25
年

の
第
１
回
実
施
以
来
、
今
年
で
第
65
回

を
迎
え
る
。こ
の
間
、
全
国
労
働
衛
生

週
間
は
、
国
民
の
労
働
衛
生
に
関
す
る

意
識
を
高
揚
さ
せ
、
事
業
場
に
お
け
る

自
主
的
労
働
衛
生
管
理
活
動
を
通
じ
た

労
働
者
の
健
康
確
保
等
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

我
が
国
に
お
け
る
業
務
上
疾
病
の
被

災
者
は
長
期
的
に
は
減
少
し
て
き
た
も

の
の
近
年
は
横
ば
い
と
な
っ
て
お
り
、
昨

年
は
７
３
１
０
人
と
前
年
か
ら
約
６
％

減
少
し
た
。一
方
、一
般
定
期
健
康
診
断

の
結
果
何
ら
か
の
所
見
を
有
す
る
労
働

者
の
割
合
が
平
成
25
年
度
は
53.0
％
と
職

場
で
の
健
康
リ
ス
ク
は
依
然
と
し
て
存

在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
労
働
者
の
健

康
確
保
の
観
点
か
ら
、
健
康
診
断
の
実

施
を
徹
底
し
、
健
診
結
果
に
基
づ
く
保

健
指
導
や
事
後
措
置
を
適
切
に
実
施
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
25
年
度
か
ら
、
平
成
29
年
度
ま

で
の
５
か
年
を
計
画
期
間
と
す
る
第
12

次
労
働
災
害
防
止
計
画
が
実
施
さ
れ
て

お
り
、
重
点
と
す
る
健
康
確
保
・
職
業

性
疾
病
対
策
と
し
て
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
、
過
重
労
働
対
策
、
化
学
物
質
に

よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
、
腰
痛
・
熱

中
症
予
防
対
策
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策

を
掲
げ
、
具
体
的
な
数
値
目
標
を
設
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
年
度
は
、

「
み
ん
な
で
進
め
る
職
場
の
改
善

　
　
　心
と
か
ら
だ
の
健
康
管
理
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
全
国
労
働
衛

生
週
間
を
展
開
し
、
事
業
場
に
お
け
る

労
働
衛
生
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も

に
、
自
主
的
な
労
働
衛
生
管
理
活
動
の

一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

一
般
社
団
法
人
日
本
溶
接
協
会
主
催
の
平
成
二
十
六
年
度（
第

六
十
回
）
全
国
溶
接
技
術
競
技
会
は
、
十
月
十
八
日
（
土
）
十

九
日
（
日
）
の
両
日
、
秋
田
県
潟
上
市
の
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

秋
田
で
開
催
さ
れ
、
全
国
各
都
道
府
県
協
会
か
ら
推
薦
さ
れ
た

選
手
百
十
六
人
（
被
覆
ア
ー
ク
溶
接
の
部
五
十
八
人
、
炭
酸
ガ

ス
ア
ー
ク
溶
接
の
部
五
十
八
人
）
が
最
高
の
技
を
競
う
。

東
京
都
溶
接
協
会
か
ら
は
、
被
覆
ア
ー
ク
溶
接
の
部
に
は
初

出
場
の
渡
邉
真
貴
さ
ん（
㈱
日
立
プ
ラ
ン
ト
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
）、
炭
酸
ガ
ス
ア
ー
ク
半
自
動
溶
接
の
部
に
は
、
昨
年
に
続
き

連
続
出
場
の
佐
藤
康
弘
さ

ん
（
津
覇
車
輌
工
業
㈱
）

の
二
名
が
出
場
す
る
。

両
選
手
は
本
年
三
月
に

行
わ
れ
た
東
京
都
溶
接
協

会
主
催
の
溶
接
技
術
競
技

会
で
、
共
に
高
得
点
で
優

勝
し
、
晴
れ
の
東
京
都
代

表
と
な
り
、
全
国
大
会
で

の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。（

写
真
は
競
技
会
場
の
ポ

リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋
田
）

渡
邉
真
貴
さ
ん
（
㈱
日
立
プ
ラ
ン
ト
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）

佐
藤
康
弘
さ
ん
（
津
覇
車
輌
工
業
㈱
）

秋
田
県
潟
上
市
で
開
催

「
目
指
せ

　優
勝
」

「
応
援
し
ま
す
。」

26

2626

5252
二
十
六

二
十
六

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日（
金
）

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日（
水
）

平成26年度の地域別最低賃金額答申状況が公表されました。東京都の最低賃金は10月1日より前年比で19円増加され、時間単
価888円となります。最低賃金は臨時労働者・パート・アルバイト等の雇用形態にかかわらず、一部の例外を除いて全ての労働者に
適用されます。なお、派遣労働者については、派遣先地域の最低賃金額が採用されます。
（１）最低賃金の確認方法
①時間給制の場合
　時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給制の場合
　日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
　ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
　日給≧最低賃金額(日額)
③月給制の場合
　月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
　出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した
　総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
（２）最低賃金の計算にあたって除外されるもの。
①臨時に支払われる賃金　②賞与など、１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金　③時間外労働、休日、深夜労働手当
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
　＜関東1都6県の最低賃金＞

平成26年10月１日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給
されませんでした。
平成26年10月１日以降の最初の支給単位期間（育休開始から１カ月ごとの期間）からは、支給単位期間中に10日を超える就業をし
た場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が給付されます。
これに伴い、平成26年10月１日から「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給
申請書」の様式が変わります。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認をするため、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業
時間や休憩時間が分かる
書類の提出が必要となります。
・育児休業給付の額
育児休業給付は、雇用保険の一般被保険者の養育する子が1歳に到達する前日（誕生日の前々日）までのうち、
子を養育するために休業した期間について給付されます。ただし、両親ともに取得する場合は1歳2か月、支給対象期間の延長に
該当する場合は1歳6か月までが対象となります。
受給するのに必要な資格は、雇用保険の被保険者であった期間が、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月（過
去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります）が12か月以上あることを要します。
・支給単位期間の給付額
育児休業を開始する日以前6カ月の賃金を平均（賃金総額を180日で除す）したものを、休業開始時賃金日額とします。この金額
に給付率を乗じたものに、休業していた日数を乗じた額が支給単位期間あたりの給付額となります。ただし、平成26年4月1日以降
に開始した育児休業についての給付率は、育児休業開始後180日目までは67％となります。
支給単位期間あたりの給付額＝休業開始時賃金日額×支給日数×50％

なお、各支給単位期間に賃金の支払いを受けた場合は、給付金が減額調整されます。賃金と育児休業給付金の合計額が休業開
始前の賃金の80％を超える場合は給付金が減額され、賃金だけで休業開始時賃金日額×支給日数の80％以上となる場合は支給さ
れません。

＜育児休業給付の改正について＞＜育児休業給付の改正について＞

＜最低賃金が改定になります＞＜最低賃金が改定になります＞

栃　木 15733（718） 平成25年10月1日
群　馬 14721（707） 平成25年10月5日
茨　城 16729（713） 平成25年10月4日
埼　玉 17802（785） 平成25年10月1日

神奈川 19887（868） 平成25年10月1日

東　京 19888（869） 平成25年10月1日
千　葉 21798（777） 平成25年10月1日



26

26 12 10 水

9 30 5

11 25

26 18 19

11,940

木

（消費税込み・テキスト代を含む）

金

26火 水

日
時・会
場

○
十
一
月
十
五
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
十
一
月
十
六
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
六
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
七
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
十
四
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
一
月
十
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
十
月
二
十
八
日（
火
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
十
月
二
十
九
日（
水
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
会
場
は
学
科
講
習

会
場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
三
〇
円

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
十
一
月
十
八
日（
火
）午

前
九
時
〜
午
後
五
時
、
十
九

日（
水
）午
前
九
時
〜
午
後
〇

時
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
十
一
月
二
十
日（
水
）午

後
一
時
〜
午
後
五
時
、
十
八

日（
木
）午
前
九
時
〜
午
後
五

時
、
会
場
は
学
科
講
習
会
場

と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
九
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円

神奈川

東 京

事務所
 1　  　2

1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 0 月 1 1 月

 15 　 16
 　 19 　
 16 　 17
 　 19 　

 16 　 17
 　 19 　

 12 　 13
 　 16 　

 16 　 17
 　 19 　

 6 　 7
 　 9 　

 2 　 3
 　 4 　

 2 　 3
 　 4 　

 5 　 6
 　 7 　

 3 　 4
 　 7 　
 4 　 5
 　 7 　

 2 　 3
 　 4 　

 4 　 5
 　 6 　

 27 　 28
 　 30 　

 21 　 22
 　 25 　

 18 　 19
 　 22 　

 16 　 17
 　 21 　

 11 　 12
 　 14 　

 11 　 12
 　 14 　

 17 　 18
 　 21 　

 11 　 12
 　 16 　

講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3685－2141
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

１
日
▽
全
国
労
働
衛
生
週
間（
〜
７
日
）

共
同
募
金
、
法
の
日

都
民
の
日

５
日
▽
達
磨
忌

６
日
▽
国
際
文
通
週
間

７
日
▽
長
崎
く
ん
ち（
〜
９
日
）

８
日
▽
寒
露

９
日
▽
世
界
郵
便
デ
ー

10
日
▽
目
の
愛
護
デ
ー

13
日
▽
体
育
の
日

日
蓮
聖
人
忌

14
日
▽
鉄
道
の
日

17
日
▽
貯
蓄
の
日

伊
勢
神
宮
神
嘗
祭

日
光
東
照
宮
秋
祭

18
日
▼
全
国
溶
接
技
術
競
技
会

秋
田
大
会

統
計
の
日

東
京
浅
草
観
音
菊
供
養

東
京
靖
国
神
社
秋
祭

19
日
▽
東
京
日
本
橋
べ
っ
た
ら
市

20
日
▽
皇
后
誕
生
日

22
日
▽
京
都
平
安
神
宮
時
代
祭

京
都
鞍
馬
の
火
ま
つ
り

23
日
▽
電
信
電
話
記
念
日

24
日
▽
国
連
の
日

26
日
▽
原
子
力
の
日

27
日
▽
読
書
週
間（
〜
11
月
９
日
）

30
日
▽JIM

T
O
F2014

第
27
回
日
本
国
際
工
作
機
械

見
本
市（
〜
11
／
４
日
）

東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト

2014
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虎ノ門ヒルズ
（東京都港区）

編集部撮影

超高層ビル「虎ノ門ヒルズ」は平成26
年６月11日に開業しました。ホテル、住
宅、オフィス、商業施設などが入居する
地上52階建てで高さは247メートル、ビル
の真下には環状２号線（通称・マッカー
サー道路）が貫通します。虎ノ門ヒルズ
をPRするマスコットキャラは「ドラえも
ん」の著作権を管理する藤子プロと共同
で製作された「トラのもん」です。


